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毎
週
火
曜
日
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び
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曜
日

規

則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

一

す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

目

次

ペ
ー
ジ

奈
良
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一

九

部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

一
九

に
対
す
る
事
務
委
任
規
則

規

則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
規
則
第
三
十
一
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
六
月
奈
良
県
規
則
第

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
法
第
三
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
四
号
の
項
を
削
り
、
同
表

中

第
十
条
又
は
省
令
第
三
十
条
第
一
項

を

第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
十
条
第
一

項

に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
式
様
号

第
）
係
関

条



第
五
号
様
式
の
二
中

名
所
健

保

を

名
村
町
市

に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
三
号
様
式
中

臣
大

生
厚

を

臣
大

働
労

生
厚

に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
精
神
保
健
及
び
精

神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

奈
良
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
規
則
第
三
十
二
号

奈
良
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奈
良
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

第
一
条
中

林
業
改
善
資
金
助
成
法

を

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法

に
、

林
業
改

善
資
金
助
成
法
施
行
令

を

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令

に
、

林
業
改
善
資
金

助
成
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下

省
令

と
い
う
。
）

を

林

業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
五
号
）

に
、

林
業
従
事
者
等
に
対
し
て
、
林
業
生
産
高
度
化
資
金
、
新
林
業
部
門
導
入
資
金
、
林
業
労
働
福
祉
施
設

資
金
及
び
青
年
林
業
者
等
養
成
確
保
資
金
（
以
下

林
業
改
善
資
金

と
い
う
。
）

を

次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
資
金

に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え

る
。一

法
第
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
林
業
従
事
者
等
で
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
（
以
下

林

業
従
事
者
等

と
い
う
。
）

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
林
業
従
事
者
等
に
対
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付

け
の
業
務
を
行
う
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
融
資
機
関

当
該
業
務
に
必
要
な
資
金

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
償
還
期
間
、
据
置
期
間
等
）

第
二
条

償
還
期
間
（
据
置
期
間
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
十
年
（
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の

促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三

条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
同
条
第
二
項
第
三
号
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に

必
要
な
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令

（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
を
借
り
入
れ
る
場
合
は
十

二
年
又
は
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
条
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
当
該
認
定
に
係
る
計
画
に
従
つ
て
同
法
第
五
条
第
一
項
の
改
善
措

置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政
令

第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
を
借
り
入
れ
る
場
合
は
十
五
年
）
以
内
と
す
る
。

据
置
期
間
は
、
三
年
以
内
と
す
る
。

一
林
業
従
事
者
等
ご
と
の
貸
付
金
の
限
度
額
は
、
個
人
に
あ
つ
て
は
千
五
百
万
円
、
会
社
に
あ
つ

て
は
三
千
万
円
、
会
社
以
外
の
団
体
に
あ
つ
て
は
五
千
万
円
（
木
材
産
業
に
係
る
林
業
・
木
材
産
業

改
善
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
林
業
経
営
若

し
く
は
木
材
産
業
経
営
の
改
善
又
は
林
業
労
働
に
係
る
労
働
災
害
の
防
止
若
し
く
は
林
業
労
働
に
従

事
す
る
者
の
確
保
を
図
る
た
め
、
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
知
事
が
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
協
議
し
て
定
め
た
額
と
す
る
。

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中

貸
付
け

を

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
資
金
の
貸
付
け

に
、

す
る
者

を

す
る
林
業
従
事
者
等

に
、

除
く
。

の
下
に

以
下

貸
付
申
請
者

と
い
う
。

を
加
え
、

同
条
第
三
項
中

貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
林
業
従
事
者
等
の
組
織
す
る

を

貸
付
申
請
者

が

に
、

場
合
に
は

を

場
合
は

に
、

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を

な
る
も
の
と
す
る

に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中

貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

を

貸
付
申
請
者

に
、

林
業
改
善
資
金

貸
付
申
請
書

を

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
申
請
書

に
、

事
業
計
画
書
（
第
二
号
様
式

）

を

別
に
知
事
が
定
め
る
関
係
書
類

に
、

事
業
所
の
所
在
地

を

主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
（
以
下

住
所
地
等

と
い
う
。
）

に
、

木
材
協
同
組
合

を

協
同
組
合
（
以
下

事
務
委

託
機
関

と
い
う
。
）

に
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を

す
る
も
の
と
す
る

に
改
め
、
同
条

第
二
項
中

前
項
の
組
合
（
以
下

組
合

と
い
う
。
）

を

事
務
委
託
機
関

に
、

同
項
の
貸
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付
申
請
書

を

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
申
請
書

に
、

当
該
申
請
書
を
貸
付
申
請
者
の

住
所
地
又
は
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
農
林
振
興
事
務
所

を

こ
れ
を
住
所
地
等
を
管
轄
す
る

農
林
振
興
事
務
所
長

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

農
林
振
興
事
務
所

を

農
林
振
興
事
務
所
長

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

農
林
振
興
事
務
所
の
長

を

農
林
振
興
事
務
所
長

に
、

第
二
項
又

は
前
項

を

前
二
項

に
、

貸
付
申
請
書
の

を

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
申
請
書
の

に
、

林
業
改
善
資
金
運
営
協
議
会

を

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
運
営
協
議
会

に
改
め
、

同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
融
資
機
関
（
以
下

融
資
機
関

と
い
う
。
）
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
貸
付
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
に
別
に
知

事
が
定
め
る
関
係
書
類
を
添
え
、
こ
れ
を
当
該
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
貸
付
申
請
書

に
係
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
林
業
従
事
者
等
の
住
所
地
等
を

管
轄
す
る
農
林
振
興
事
務
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
七
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
申
請
書
の
送
付
が
あ
つ
た

を

前
条
第
四

項
の
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
申
請
書
又
は
同
条
第
五
項
の
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸

付
金
貸
付
申
請
書
を
受
理
し
た

に
、

貸
付
け
の
適
否
及
び
貸
付
額
を
決
定

を

貸
付
け
を
行
う

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
貸
付
け
の
決
定
を
行
う
も
の
と

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

規
定
に
よ
り

の
下
に

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
申
請
書
に
係
る

を
加
え
、

林
業
改

善
資
金
貸
付
決
定
通
知
書

を

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
決
定
通
知
書

に
、

申
請
者
に

を

当
該
貸
付
申
請
者
に

に
、

農
林
振
興
事
務
所
の
長
並
び
に
当
該
貸
付
け
に
係
る
組
合
及
び

第
十
三
条
の
連
合
会
（
以
下

連
合
会

と
い
う
。
）
に
、
林
業
改
善
資
金
貸
付
決
定
連
絡
書
（
第
四

号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
し
、
貸
付
け
な
い

を

そ
の
者
の
住
所
地
等
を
管
轄
す
る
農
林

振
興
事
務
所
長
及
び
事
務
委
託
機
関
に
通
知
し
、
貸
付
け
を
し
な
い

に
、

並
び
に
農
林
振
興
事
務

所
の
長
、
組
合
及
び
連
合
会

を

及
び
そ
の
者
の
住
所
地
等
を
管
轄
す
る
農
林
振
興
事
務
所
長
並
び

に
事
務
委
託
機
関

に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
貸
付
申
請
書
に
係
る
貸

付
け
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
貸
付
決
定
通
知
書
（
第
四
号

様
式
）
を
当
該
融
資
機
関
に
交
付
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
当
該
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付

金
貸
付
申
請
書
に
係
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
林
業
従
事
者
等

の
住
所
地
等
を
管
轄
す
る
農
林
振
興
事
務
所
長
に
通
知
し
、
貸
付
け
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と

き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
融
資
機
関
及
び
当
該
林
業
従
事
者
等
の
住
所
地
等
を
管
轄
す
る
農
林
振
興
事

務
所
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中

林
業
改
善
資
金
貸
付
決
定
通
知
書

を

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
林
業
・

木
材
産
業
改
善
貸
付
決
定
通
知
書

に
、

者

を

貸
付
申
請
者

に
、

借
用
証
書

を

林
業

・
木
材
産
業
改
善
貸
付
借
用
証
書

に
、

組
合
及
び
連
合
会

を

原
則
と
し
て
事
務
委
託
機
関
及

び
奈
良
県
森
林
組
合
連
合
会
又
は
奈
良
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
貸
付
決
定
通
知
書
の
交
付
を

受
け
た
融
資
機
関
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
借
用
証
書
（
第
六
号
様
式
）
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
十
条
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中

規
定
に
よ
り

を

規
定
に
よ
る

に
、

受
け
よ
う

を

申
請
し
よ
う

に
、

林
業
改
善
資
金
支
払
猶
予
申
請
書

を

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
支
払
猶
予
申
請
書

に
、

知
事
の
認
め
る

を

知
事
が
指
定
す
る
者
の

に
、

前
ま
で
に

の
下
に

原
則
と
し
て

を
加
え
、

組
合

を

事
務
委
託
機
関

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
申

請
し
よ
う
と
す
る
融
資
機
関
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
支
払
猶
予
申
請
書
（
第
八

号
様
式
）
を
、
償
還
期
限
（
分
割
払
の
場
合
の
各
支
払
期
日
を
含
む
。
）
の
三
十
日
前
ま
で
に
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中

前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き

を

前
条
第
一
項
の

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
支
払
猶
予
申
請
書
又
は
同
条
第
二
項
の
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸

付
金
支
払
猶
予
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き

に
、

そ
の
内
容

を

速
や
か
に
、
こ
れ

に
、

猶

予
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
限
つ
て
支
払
を
猶
予
す
る

を

償
還
金
の
支
払
を

猶
予
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
の
決
定
を
行
う

に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
支
払
猶
予
申
請
書
に
係
る
償
還
金
の
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支
払
の
猶
予
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
支
払
猶
予
決
定
通
知
書
（
第
九

号
様
式
）
を
当
該
申
請
者
に
交
付
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
そ
の
者
の
住
所
地
等
を
管
轄
す
る
農
林
振

興
事
務
所
長
及
び
事
務
委
託
機
関
に
通
知
し
、
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
及
び
そ
の
者
の
住
所
地
等
を
管
轄
す
る
農
林
振
興
事
務
所
長
並
び

に
事
務
委
託
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中

、
支
払
猶
予

を

支
払
の
猶
予
を

に
、

行
つ
た

を

し
た

に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
支
払
猶
予
申
請
書
に
係

る
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
支
払
猶

予
決
定
通
知
書
（
第
十
号
様
式
）
を
当
該
融
資
機
関
に
交
付
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
当
該
林
業
・
木

材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
支
払
猶
予
申
請
書
に
係
る
支
払
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
林
業
従
事

者
等
の
住
所
地
等
を
管
轄
す
る
農
林
振
興
事
務
所
長
に
通
知
し
、
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
し
な
い

旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
融
資
機
関
及
び
当
該
林
業
従
事
者
等
の
住
所
地
等
を
管

轄
す
る
農
林
振
興
事
務
所
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中

知
事
は
、

の
下
に

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の

を
加
え
、

支
払
猶
予

を

支
払
の
猶
予

に
、

決
定
を

を

決
定
に
係
る
も
の
を

に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
一
号
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の

日
以
降
に
お
い
て
貸
し
付
け
る
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
資
金
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
十
六
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
規
則
第
三
十
三
号

奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

法

と
い
う
。
）
及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政

令
第
百
五
十
五
号
。
以
下

令

と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

は
、
奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
七
月
奈
良
県
条
例
第
七
号
）
に
定
め
る

奈
良
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
長
に
委
任
す
る
。

一

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
費
用
の
負
担
を
決
定
す
る
こ
と
。

二

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
通
知
し
、
及
び
審
査
を
求
め
る
こ
と
。

三

法
第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
理
す
る
こ
と
。

四

法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
通
知
し
、
及
び
審
査
を
求
め
る
こ
と
。

五

法
第
三
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
理
す
る
こ
と
。

六

法
第
三
十
八
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
。

七

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
審
査
し
、
及
び
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付

す
る
こ
と
。

八

法
第
四
十
五
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
及
び
法
第
四
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
。

九

法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
行
う
こ
と
。

十

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
返
還
を
受
理
す
る

こ
と
。

十
一

法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
命
ず
る
こ
と
。

十
二

法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
医
を
し
て
診
察
さ
せ
る
こ
と
。

十
三

令
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
患
者
票
を
交
付
し
、
又
は
通
知
す
る
こ
と
。

十
四

令
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

十
五

令
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
患
者
票
の
返
納
を
受
理
す
る
こ
と
。

十
六

令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

十
七

令
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

十
八

令
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
と
と
も
に
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交

付
す
る
こ
と
。

十
九

令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
返
還
し
、
又
は
交
付
す

る
こ
と
。

二
十

令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
。

二
十
一

令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
。

二
十
二

令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
返
還
を
受
理
す
る
こ
と
。

二
十
三

令
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
返
還
を
受
理
す
る

こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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